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縦
覧
制
度
と
は 

 

土
地
や
家
屋
の
所
有
者
で
固
定
資

産
税
の
納
税
者
が
、
他
の
土
地
や
家

屋
の
評
価
額
等
を
縦
覧
帳
簿
に
よ
り

比
較
が
で
き
る
制
度
で
す
。 

▼
縦
覧
期
間 

　
４
月
１
日（
火
）〜
６
月
２
日（
月
） 

※
土
・
日
・
休
日
を
除
く
平
常
勤
務

時
間
内 

▼
縦
覧
で
き
る
方 

　
納
税
者
、
納
税
管
理
人
、
委
任
状

を
有
す
る
代
理
人 

 

閲
覧
制
度
と
は 

　
土
地
や
家
屋
を
所
有
し
て
い
る
方

な
ど
が
、
課
税
内
容
や
税
額
等
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。 

▼
閲
覧
期
間 

　
通
年 

※
土
・
日
・
休
日
を
除
く
平
常
勤
務

時
間
内 

▼
閲
覧
で
き
る
方 

　
納
税
義
務
者
、
納
税
管
理
人
、
委

任
状
を
有
す
る
代
理
人
、
借
地
人
、

借
家
人
、
１
月
２
日
以
降
の
所
有

者
、
相
続
人
、
管
財
人
、
訴
え
提
起

者（
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法

律
に
よ
り
、
申
立
て
を
し
よ
う
と
す

る
者
が
、
当
該
申
立
て
の
目
的
で
あ

る
固
定
資
産
の
価
格
に
よ
り
裁
判
所

へ
申
立
て
手
数
料
を
納
め
る
必
要
が

あ
る
場
合
） 

　
な
お
、
借
地
人
、
借
家
人
、
１
月

２
日
以
降
の
所
有
者
、
相
続
人
、
管

財
人
、
訴
え
提
起
者
の
方
は
、
権
利

関
係
等
を
証
明
す
る
書
面（
賃
貸
借

契
約
書
、
売
買
契
約
書
、
登
記
簿
謄

本
、
戸
籍
謄
本
、
選
任
書
、
訴
状
な

ど
）の
提
示
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

　
ま
た
、
縦
覧
期
間
中
は
、
所
有
者

の
方
に
課
税
台
帳
の
写
し
を
無
料
で

交
付
い
た
し
ま
す
の
で
、
窓
口
で
お

申
し
出
く
だ
さ
い
。 

 

▼
縦
覧
・
閲
覧
場
所 

　
税
務
課
窓
口 

 

　
縦
覧
・
閲
覧
を
さ
れ
る
方
は
、
運

転
免
許
証
、
健
康
保
険
証
、
納
税
通

知
書
な
ど
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

の
提
示
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

※
固
定
資
産
税
の
納
税
通
知
書
は
、

５
月
１
日（
木
）に
発
送
す
る
予
定

で
す
。
ま
た
、
第
１
期
納
期
限
は

６
月
２
日（
月
）と
な
り
ま
す
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ 

　
税
務
課
　
☎
内
線
２
５
５ 

 

　
大
磯
町
ま
ち
づ
く
り
条
例
で
は
、

条
例
の
手
続
き
が
必
要
な
開
発
事
業

を
行
う
際
に
は
、
事
業
者
が
近
隣
住

民（
※
）に
開
発
構
想
の
内
容
を
周
知

す
る
事
を
規
定
し
て
い
ま
す
。 

　
開
発
構
想
の
説
明
を
受
け
て
も
内

容
が
充
分
に
理
解
で
き
な
い
場
合
は
、

第
三
者
で
あ
る
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
か
ら

説
明
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 
 

▼
説
明
が
受
け
ら
れ
る
内
容 

　
構
想
届
出
書
添
付
図
書
か
ら
判
断

で
き
る
次
の
範
囲
内
に
限
り
ま
す
。 

①
構
想
届
出
書
の
内
容 

②
事
業
内
容
が
宅
地
分
譲
の
場
合

は
、
開
発
事
業
区
域
内
に
設
置
す

る
道
路
の
接
続
位
置
の
概
略
、
そ

れ
以
外
に
あ
っ
て
は
開
発
事
業
区

域
の
出
入
口
の
概
略 

③
事
業
区
域
か
ら
の
排
水
ル
ー
ト
の

概
略 

④
事
業
区
域
の
計
画
地
盤
と
隣
接
地

と
の
高
低
差
の
概
略 

⑤
工
作
物
の
概
略 

 

▼
手
続
き 

①
毎
月
派
遣
日
の
10
日
前
ま
で
に
指

定
用
紙
で
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

派
遣
は
、
毎
月
20
日（
当
該
日
が

大
磯
町
の
休
日
を
定
め
る
条
例

（
平
成
元
年
大
磯
町
条
例
第
10
号
）

第
１
条
に
規
定
す
る
日
の
場
合
は

そ
の
翌
日
）に
行
い
ま
す
。 

②
町
か
ら
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま

す
の
で
、
決
定
通
知
書
に
記
載
さ

れ
た
時
間
内
に
質
問
を
行
い
、
質

問
に
対
す
る
回
答
の
報
告
書
を
作

成
し
て
町
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

※
近
隣
住
民
と
は
、
開
発
事
業
区
域

か
ら
15
ｍ
以
内
に
土
地
又
は
建
築

物
を
所
有
す
る
者
、
開
発
事
業
区

域
面
積
及
び
開
発
事
業
内
容
に
よ

り
事
業
区
域
か
ら
15
ｍ
・
30
ｍ
・

100
ｍ
等
に
住
所
を
有
す
る
者
又
は

事
業
を
営
む
者
で
す
。 

 
◎
問
い
合
わ
せ 

　
ま
ち
づ
く
り
課
　
☎
内
線
２
４
２ 

固
定
資
産
の 

縦
覧
・
閲
覧
制
度 

開
発
事
業
を
説
明 

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
派
遣

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
派
遣 

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
派
遣

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
派
遣 

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
派
遣 

　
５
人
以
上
の
仲
間
を
集
め
て
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
講
師
を
招
き
、
学
習
会

を
自
分
た
ち
で
運
営
し
ま
せ
ん
か
。 

　「
自
ら
・
共
に
・
学
ぶ
」喜
び
は
、

素
晴
ら
し
い
も
の
で
す
。
お
友
だ
ち

と
一
緒
に
新
し
い
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
し

て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

▼
対
象
　
小
学
生
以
上
の
グ
ル
ー
プ

（
未
成
年
者
の
グ
ル
ー
プ
は
、
成

人
の
責
任
者
が
必
要
で
す
。） 

▼
受
付
　
４
月
７
日（
月
）〜
５
月
９

日（
金
） 

▼
募
集
　
サ
ロ
ン
・
ド
・
カ
ル
チ
ャ

ー
認
定
登
録
３
回
ま
で
の
グ
ル
ー

プ
（
１
年
を
１
回
と
し
、
平
成
20

年
度
が
３
回
目
ま
で
の
50
グ
ル
ー

プ
。
た
だ
し
、
申
込
多
数
の
場
合

は
公
開
抽
選
と
し
ま
す
。） 

▼
そ
の
他
　
案
内
書
、
申
込
書
は
町

教
育
委
員
会
、
生
涯
学
習
館
、
国

府
支
所
に
あ
り
ま
す
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ
・
申
込
み 

　
生
涯
学
習
課
　
☎
内
線
３
２
３ 

サロン・ド・ 
カルチャー 

サロン・ド・ 
カルチャー 

サロン・ド・ 
カルチャー 

○○について 


